
静岡市火入れに関する条例の一部改正（案）の概要 

 

１ 条例一部改正案の名称 

  静岡市火入れに関する条例の一部を改正する条例（案） 

 ◆「火入れ」とは 

森林又は森林の周囲１キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地において、

立木や雑草等を焼却する行為のことです。（森林法（昭和26年法律第249号）第21条第１項） 

 

２ 改正の趣旨 

（１）火入れの中止要件の追加 

   林野庁では、令和７年２月26日に発生した大船渡市林野火災を受けて、消防庁と共同で「大船

渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を開催し、報告書をとりまとめ

ました。本報告書において、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予

防の実効性を高めることが必要であるとされたことを踏まえ、火災予防条例（例）（昭和36年11

月22日付け自消甲予発第73号）が改正されました。 

   これを踏まえ、本市は、静岡市火災予防条例（平成15年静岡市条例第286号）の改正を行い、

林野火災注意報及び林野火災警報の規定を追加する予定です。 

静岡市火入れに関する条例第12条第１項では、火入許可の期間中であっても、強風注意報、乾

燥注意報が発表され、又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならないとしてい

ます。改正予定の静岡市火災予防条例の規定により林野火災注意報及び林野火災警報が発令さ

れるときは、乾燥や強風が続き、山林等での火災の危険性が高まっている状況であり、強風注意

報等が発表される状況と同様であることから、許可期間中であっても火入れを行ってはならな

いとする要件に林野火災注意報及び林野火災警報を追加するため、所要の改正を行います。 

◆「林野火災注意報」とは 

  降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況のことです。発令さ

れた地域では屋外での火の使用を控えるよう努める必要があります。 

◆「林野火災警報」とは 

  林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい

危険な状況のことです。発令された地域では屋外での火の使用の制限に従う必要があります。 

（２）その他名称変更など文言の整理を行います。 

 

３ 条例一部改正（案）の内容 

（１）火入れの中止要件の追加（第12条関係） 

   火入許可の期間中であっても火入れを行ってはならない要件に林野火災注意報及び林野火災

警報が発令された場合を追加します。 

（２）異常乾燥注意報という名称は現在使用されていないため、乾燥注意報に改めます。また、気象

庁が発する強風注意報及び乾燥注意報については「発令」ではなく、「発表」に改めます。 

 

４ 施行期日 

  令和８年３月１日（予定） 


